
STACIA カード会員特約 

 

第 1 条（クレジットサービスが含まれる場合） 

本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号について

あらかじめ承認するものとします。 

(1) 当社が本カードの会員管理業務（入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理

業務、退会処理業務等）をクレジットサービスに関するサービス提携先と共同又は分

担して実施すること。 

(2) 本規約等に定めのない事項についてはクレジットサービスに関するサービス提携先

の会員規約・規定・特約が適用されること。 

 

第 2 条（ＩＣ定期サービスが含まれる場合） 

会員は、本カードの機能として IC 定期券のサービスである PiTaPa 定期サービス（以下

｢定期サービス｣という）が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区

間等の情報については、PiTaPa 会員規約に基づいて株式会社スルッと KANSAI（以下

「スルッと」という）から情報提供された加盟社局（定期サービス区間において当社が

STACIA カード会員規約第 10 条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付

帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局）を通じて、当社が取

得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。 

 

第 3 条（クレジットサービスが含まれない場合） 

本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの

会員管理業務（入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等）

をカード発行において提携している PiTaPa 機能を提供するスルッとと共同又は分担して

実施することについてあらかじめ承認するものとします。 

 

第 4 条（IC チップを利用したサービスが含まれる場合） 

会員は、本カードに搭載された IC チップを利用したサービスの内、スルッとが提供する

PiTaPa 機能及び付帯サービスやクレジットサービスを除いたサービス（以下「その他サ

ービス」という）が含まれる場合、別途定めるその他サービスの規約・規定・特約等に従

うものとします。 

 

第 5 条 削除 

 

 

 



第 6 条（年会費が必要な場合） 

１．会員は、当社が定める年会費（家族会員の有無・人数によって異なることがありま

す）がある場合には、当社に対して所定の方法にて毎年支払うものとします。 

２．支払額、支払期日等の年会費に関する内容は、原則として入会手続き時及びカード送

付時に案内するものとします。なお、支払期日に年会費が支払われなかった場合に

は、翌月以降に年会費を請求する場合があります。 

３．すでに支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、返却しません。 

 

（2016 年 4 月改定） 


